
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芽室町水道事業施設整備基本計画（案） 

【 概 要 版 】 
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～ 基本計画の見直しにあたって ～ 
 

１ 基本計画の位置づけ 
芽室町水道事業は総合計画の基、上水道施設整備基本計画（2014～25年度）を実施中であ

る。 

現在の総合計画は第5期（2019～2026）であり、水道事業については『自然と共生する災害

に強い安全・安心のまちづくり』として、厚生労働省の水道ビジョン※１も反映し、ライフラ

インの基本である安全で安定した水道水の供給、水道施設などの整備と適切な維持管理を進

めるとともに、人口減少に伴う料金収入減少など経営環境の変化に対応する取り組みを進め

る」ことを基本目標としている。 

また、実施計画としての「上下水道の整備」では、「安心・安全な水道水の供給」のために

「老朽管の更新、耐震化」及び「施設の更新、耐震化」に、「上下水道事業の健全な経営」の

ために「非法適化事業の法適化の検討、実施※２」及び「各事業の経営戦略の策定」に取り組

むこととしている。 

 

 
 

           
図 水道整備基本計画の位置づけ 

 

 

芽室町総合計画と水道課各種計画の位置づけについて図示すると、次ページのようになる。 

 

※１ 現在は国土交通省に移管 

※２ 非法適化事業の法適化の検討、実施として、2024年度（令和6年度）に簡易水道事業の特別会計

を企業会計に移行したところである。 
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２ 水道事業の理想像 
現在、厚生労働省（現、国土交通省）の水道ビジョンでは、水道事業の理想像を次のように

示している。 

 

水道事業の理想像 

私たちにとって望ましい水道とは、時代や環境の変化に的確に対応し

つつ、水質基準に適合した水が、必要な量、いつでも、どこでも、誰で

も、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な水道といえ

ます。 

そして、このような水道を実現するためには、水道水の安全の確保、

確実な給水の確保、供給体制の持続性の確保の３つが必要です。 

新水道ビジョンでは、水道水の安全の確保を「安全」、確実な給水の確

保を「強靱」、供給体制の持続性の確保を「持続」と表現し、これら３つ

の観点から、５０年後、１００年後の水道の理想像を具体的に示し、こ

れを関係者間で共有することとします。 

 

 

 
図 水道事業の理想像 

 

  

理想像
時代や環境の変化に的確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、必要な量、いつでも、

どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な水道

安全
安全 全ての国民が、

いつでもどこでも、水を
おいしく飲める水道

強靱
自然災害等による被災

を最小限にとどめ、被災
した場合であっても、迅
速に復旧できるしなやか
な水道

持続
給水人口や給水量が減

少した状況においても、
健全かつ安定的な事業運
営が可能な水道
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３ 芽室町の取り組み 
芽室町においても、水道施設が地震など自然災害に対して「強靭」であること、いつでも

良好な水質の水道水を飲めるように「安全」であること、人口減少化においても健全安定し

て事業運営が「持続」できることを目指している。 

そのため、近年は芽室浄水場及び主要配水池の耐震化、緊急貯水槽の整備、雄馬別地区の

水道整備や河北地区簡易水道の浄水場・管路更新、上美生地区の給水区域拡張等に取り組ん

できた。 

また、平成26年度（2014年度）に上水道の将来の整備方針について基本計画を作成、並行し

て上水道のアセットマネジメント（中長期の更新事業費と財政収支の試算）についても検討

している。 

現在、上水道事業基本計画の作成から10年が経過し、町の人口計画等も変更になっている。 

また、営農飲雑用水事業による美生地区簡易水道の再整備が計画されているほか、3か所の

簡易水道事業の会計を上水道事業の公営企業会計に統合したところであり、上下水道耐震化

計画についても作成した。 

 

 

 

水質基準に適合した水が、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な水道を目指して 

 

項目 理想像 近年の取組 今後の取組予定 

安全 
安全な水質の水道

水を提供する 

・雄馬別地区の水道整備（上水） 

・上美生地区の給水区域拡張 

（簡水） 

・水質検査計画の実行 

・水道業務継続計画の実行 

強靭 

耐震化（老朽化対

策）で地震に備え

る 

・芽室浄水場の耐震化（上水） 

・主要配水池の耐震化（上水） 

・緊急貯水槽の整備（上水） 

・上美生浄水場の更新（簡水） 

・河北地区浄水場の更新（簡水） 

・河北地区管路の更新（簡水） 

・上美生地区管路の更新（簡水） 

・上下水道耐震化計画の実行 

・美生地区の再整備 

持続 
バランスのとれた

投資と財政 

・上水道施設整備基本計画（上水） 

・上水道ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（上水） 

・簡易水道との会計統合 等 

・給水人口減少に対応 

・水道事業経営戦略の見直し 

図 芽室町の取り組み 
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４ 基本計画及びアセットマネジメントの見直し 
これらの事象を鑑み、今回、上水道及び3か所の簡易水道の将来の整備方針を基本計画とし

て再整理するとともに、アセットマネジメントについても見直しを行う。 

 

 

 
図 基本計画の見直し 

 

 

平成26年度

基本計画

アセットマネジメント

10年経過

新人口計画等

令和6年度

美生簡易水再整備計画

簡易水道との会計統合

上下水道耐震化計画

令和7年度

基本計画の見直し

令和7年度

アセットマネジメント

見直し
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５ 耐震化計画工程表 
水道施設の耐震化計画の、直近 10 年間（令和 8 年〜令和 17 年）の工事工程表を示す。 
 
＜上水道施設＞：主に市街地の更新 
 ●送水管の更新 
  ・主に市街地に配水している芽室町浄水場への送水管を更新する 
  ・道道 62 号線沿いを口径 250〜350 ㎜の配管を、6.9 ㎞開削工事で布設する 
  ・美生川を横断する箇所は、非開削工法を用いて工事を行う 

●配水管の更新 
  ・芽室町浄水場から市街地に配水している配水管を更新する 
  ・対象管路の総延⻑ 9.1 ㎞のうち、3.1ｋｍを直近 10 年間で更新する 

・市街地内を口径 75〜400 ㎜の配管を、開削工事で布設する 
  ・残り 6.0 ㎞は令和 18 年以降に引き続き工事を行う（令和 49 年完了予定） 
 
＜簡易水道施設＞：主に郊外の更新 
 ●美生送水管の更新 
  ・主に美生地区に配水している美生配水池への送水管を更新する（令和 20 年完成予定） 

・口径 100〜150 ㎜の配管を、7.6 ㎞開削工事（一部、非開削工法）で布設する 
●美生配水管の更新 

  ・美生配水池から美生地区に配水している配水管を更新する（令和 24 年完成予定） 
・口径 50〜200 ㎜の配管を、22.1 ㎞開削工事で布設する 

●美生施設の更新 
  ・美生配水池およびポンプ場の新設を行う 
 ●上美生配水管の更新 
  ・上美生配水池から上美生地区に配水している配水管を更新する 

・口径 40〜150 ㎜の配管を、2.6 ㎞開削工事で布設する 
●上美生施設の更新 

  ・上美生浄水場の水源である井⼾の耐震補強工事を行う 
＜機械電気設備＞：耐用年数が短く（約 15 年程度）、定期的な更新が必要な設備 
 ●機械電気設備の更新 
  ・主に、浄水場や配水場の設備の更新を行う 
 
＜その他＞：令和 18 年以降の工事予定 
 ●河北地区の施設更新 
  ・河北地区の配水管を、令和 28 年〜令和 44 年にかけて更新工事を予定している 

・河北配水池（3 号配水池）を、令和 27 年〜令和 28 年にかけて耐震補強工事を予定している 
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令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

送水管更新
　・L=6.9ｋｍ

令和20年完成予定

配水管更新
　・3.1ｋｍ

配水管更新
　・L＝6.0ｋｍ

令和18年工事開始予定
令和49年工事完了予定

美生送水管更新
　・L＝7.6ｋｍ

令和20年完成予定

美生配水管更新
　・L＝22.1ｋｍ

令和24年完成予定

美生施設更新
　・配水池新設
　・ポンプ場新設

令和20年完成予定

上美生配水管更新
　・L＝2.6ｋｍ

上美生井戸更新
　・耐震補強

河北配水管更新
　・L＝2.4ｋｍ

令和28年工事開始予定
令和44年工事完了予定

河北配水池更新
　・耐震補強

令和27年工事開始予定
令和28年工事完了予定

機械電気設備

工種 備考

簡易水道施設

上水道施設

設備更新
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一般平面図

長

所  

株式会社

長 長

部 課

名　称

縮　尺

図    番

日 水 コ ン

計

設

図

製

設計番号

芽   室   町

一　般　平　面　図

1/50,000

1

浄
深

深

坂の上第２配水池

上美生井戸

美生配水池

WL+230.10～224.10

　 坂の上第1配水池～芽室浄水場

 耐震補強

　 坂の上第1配水池～美生配水池

　新設築造

　 美生配水池～
各施設

中継ポンプ場

　新設築造

配

配

配

Ｐ

No.1配水池

南平和浄水場
(295m3/日)

深 1,111m3/日

河北浄水場
(265m3/日)

深 292m3/日

水 道 名 河北簡易水道

最近認可年月日

計画給水人口（人）

計画給水量（m3/日）

原水の種別

浄水方法の種別

平成26年4月28日

1,160

1,010

深井戸

除鉄･除マンガンろ過

No.4配水池

水 道 名 芽 室 町 上 水 道

最近認可年月日

計画給水人口（人）

計画給水量（m3/日）

原水の種別

浄水方法の種別

平成24年4月25日届出

18,200

 8,500
浄水受水、深井戸

消毒のみ

浅井戸(予備)、伏流水(予備）

十勝中部広域企業団調整池

十勝中部広域水道送水管

上美生配水池

湧  46.6m3/日

上美生浄水場
(210 m3/日)

水 道 名 上 美 生 簡 易 水 道

最近認可年月日

計画給水人口（人）

計画給水量（m3/日）

原水の種別

浄水方法の種別

深  240 m3/日
美生浄水場
(240m3/日)

水 道 名  美 生 簡 易 水 道

最近認可年月日

計画給水人口（人）

計画給水量（m3/日）

原水の種別

浄水方法の種別

昭和60年3月28日

600

急速ろ過

深井戸

240

水 道 名 め む ろ 新 嵐 山 ㈱

最近認可年月日

計画給水人口（人）

計画給水量（m3/日）

原水の種別

浄水方法の種別

平成14年9月30日

1,000

浅井戸

200

坂の上第１配水池

消毒のみ

WL+140.22～137.22

WL+186.40～183.40

WL+96.63～93.63

WL+140.07～138.07

HWL+146.00 LWL+143.00

WL+145.00～142.00

WL+200.00～197.00WL+223.50～221.00

上水道給水区域

簡易水道給水区域

既設施設

専用水道施設

行政界

雄馬別２号配水池

雄馬別１号配水池

凡　　　　　 例

WL+245.00～242.50

WL+310.00～307.00

新南平和浄水場
(1,010m3/日)

(休廃止)

(休廃止)

(休廃止)

令和7年8月5日

280

210

消毒のみ

深井戸

（休廃止）

上水道更新施設

芽室町配水池
(8,500m3/日)

WL+80.83～77.33

（休廃止予定）
（休廃止予定）

芽 室 町 基 本 計 画 更 新 検 討

簡易水道更新施設※市街地拡大図

※将来、上水道事業へ統合予定

※専用水道(地図内の黄色●)

10年後以降の更新施設

芽室町浄水場

芽室町役場

芽室町役場

耐震補強

No.3配水池

送水管更新　L＝6.9㎞

　 浄水場～各重要施設
配水管更新　L＝3.1㎞

　 浄水場～各重要施設
配水管更新　L＝6.0㎞

送水管更新　L＝7.6㎞

配水管更新　L＝22.1㎞

　 上美生浄水場～
上美生農村環境改善センター
配水管更新　L＝2.6㎞

　 浄水場～各配水池
配水管更新　L＝2.4㎞

No.2配水池

　既設撤去

芽室町浄水場

配
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